
1　事業の概要

①　成果目標（H24)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（　繰入金　）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

0.30

今後、事業

をどのよう

にしていき

たいか。

　　■ 事業を実施しない　　　　　□ 事業を見直して実施　　　　　□ 事業を現行どおり実施

・平成24年度までで妊婦健康診査支援臨時特例基金事業が終了し、平成25 年度以降は14 回分の費用を全て市町村の普通交付税で措置する恒

常的な仕組みへ移行。

・引き続き妊婦が必要とされる回数の健康診査を受診することができるよう市町村に対応を求める。

目標に対

する成果

の状況

・妊婦が必要な回数の健診を受けることができ、妊婦の健康管理の充実及び妊娠・出産に係る経済的負担の軽減が図れた。
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合計（A) 591,944

事業実施市町村数 77

0
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24年度 25年度25年度25年度25年度

合計 611,997 482,415 0

成果目標・

事業内容

（単位：千円）　

～

（当初）

妊婦健康診査支援事業 補助金 妊婦健康診査を実施した７７市町村に対し補助 611,997 482,415 0

項目 実施方法 H24事業実績

（当初） (決算)

県が関与

する理由

□法令等義務 □内部管理 ■県でなければ実施不可　【左記の説明、根拠法令等】

□民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 国の交付要綱により県が基金を造成し、それを財源とした妊婦健康診査に係る事業を

実施することとされている。（妊婦健康診査臨時特例交付金交付要綱）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

目指す姿 妊婦が費用の心配をせず、必要な回数の健診を受けられるように公費負担の拡充を図り、妊婦の健康管理の充実及び妊娠・出産に係る経済的負

担の軽減を図る。

現状 妊婦健康診査は、母子保健法第13条に基づき市町村が実施している。従来基本健診5回分は地方交付税措置されていたが、、国の平成20年度第

2次補正予算成立により、公費負担の拡充が図られ、必要とされる基本健診14回分の公費負担を実施している。

事業番号 04 10 21 事業改善シート （24年度実施事業分）　　□予算要求　　□予算案　　　■点検
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総合５か年

計画
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施策の総合的展開

７－２　子育て先進県の実現

３　子育て支援体制の充実 実施期間 Ｈ２０

Aの

財源

概　算

人件費

引続き、すべての市町村が事業を実施し、妊婦が費用の心配をせず、必要とされる回数の健康診査を受診できるようにする。

当初予算 目標 成果 達成状況

77 77 達成

前年度繰越 0

項目

現況

（見込）

Ｈ24
H25

目標

補正予算

H24 H25

 概算事業費（B（A）+C） 488,239 503,553 614,474 0

成果目標の達成状況

予
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額
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区　　分（単位：千円） 22年度 23年度


